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研究成果の概要（和文）：組織内の弁護士など、拡大した分野における弁護士の職業倫理については、規定も少なく、
考え方が十分に定まっていない。職域拡大時代における職務倫理規範やそれを支える核心的価値について、チームで築
き上げた法曹倫理研究のネットワークを活用し、国内外の研究者や実務家と連携して比較調査し、実務家の指針とその
基盤となる理論を探究した。日弁連と協力しつつ、弁護士法31条の指導監督、弁護士職務基本規程50－51条の解釈、預
り金、第3者委員会の規程等の難問に取り組み、各年度末に開催する国際シンポジウムでの研究報告を中心に、内外で
の講演、講義や研修、学術誌その他のメディアでの発表を通して法曹倫理の研究教育に寄与。

研究成果の概要（英文）：In Japan, the norms governing in-house counsels are few and undeveloped. 
Internationally, there is a discrepancy in competence between the traditional and the in-house lawyer, 
the reasons for which is yet to be sufficiently investigated. Our team worked with the members of 
national and international networks developed through our research in this area, and conducted empirical 
research, to build a viable theory, which would provide well-justified principles for the in-house 
counsel and other lawyers developing new avenues in which law can be of service. The findings were made 
public at the international symposia held in Tokyo at the end of each academic year, and disseminated 
through lectures and classes both in and outside Japan. The research group has had a working relationship 
with the JFBA (Japan Federation of Bar Associations) in the process of deciding on the topics for 
research and is in touch with the executive committee of the IAOLE (International Association of Legal 
Ethics).

研究分野： 法哲学・法曹倫理・生命倫理
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１．研究開始当初の背景 
法学教育の中でも、法曹倫理のような実務

教育科目に関する教育は、法科大学院制度と
ともに始まったばかりなので、その方法論は
まだ試行錯誤の段階にある。わが国の大学に
おける法学教育がこれまでゼネラリスト養
成に傾いていたこともあり、法曹論および法
曹養成論は、民事訴訟法学と法社会学の狭間
にあり、独立した研究分野となっているとは
言い難い。このような状況にあって、中京地
区の法科大学院における法曹倫理教育担当
者を含む実務家と研究者が協働する研究会
活動を通して、研究代表者は教科書『法曹の
倫理』（名古屋大学出版会、初版 2005 年、(第
2 版 2011 年、第 2.1 版 2015 年)）を編み、同
時に、本書を利用した教育方法を開発してき
た。現在、法曹倫理の教育研修実践を通して、
その方法をさらに発展させつつある。 
が、教育現場で痛感するのは、たとえば弁

護士倫理におけるコア・バリューとされる利
益相反の禁止や守秘義務の遵守が、教義とし
て確固とした地位を確立しつつも、これらの
価値を支える理論的基盤の研究が未開発だ、
ということである。すなわち、実務家はこれ
らの価値を守らねばならないことは叩き込
まれているが、なぜ守るべきかと問われると
十分に応えられないのである。これでは「応
用問題」に直面した際に、何をどのように考
えればよいのか、苦悩することであろう。こ
うして法科大学院における法曹倫理教育の
充実には、こういった「なぜ」に応えられる
法曹倫理の学問的確立が不可欠であると確
信するに至った。 
その後、2010 年度まで、法科大学院制度

は 6 年間の実践を経たが、周知のように、制
度自体が様々な問題を抱え、法曹倫理を必修
科目として法科大学院で教育するメリット
がともすれば忘却されがちであった。しかし、
旧司法試験制度のように、法曹倫理について
の知識も自覚も要求されない制度に比して、
いわゆるコアカリを踏まえた法科大学院で
の法曹倫理教育は、比較にならないほど法曹
の質の向上に貢献しうる可能性を秘め、一橋、
名古屋、関西学院大学等々、それを現実のも
のとする法科大学院の教育実践もあった。 
本研究の前身である共同研究は、2008 年

度以降、法曹の量的充実とそれに伴う＜法曹
の職域拡大＞こそ、これまで泣き寝入りに終
わっていた、保護されざる権利の発掘と救済
に応えるための方策である、との原点を踏ま
え、「職域拡大時代の法曹倫理」を探究して
きた。同様の共同研究が、北海道、東京で行
われるも十分な発展をみず、各法科大学院で
の法曹倫理教育がそれぞれの仕方で理想を
追求する中で、本研究は毎年度末に東京で開
催する国際シンポジウムを核として、全国規
模での共同研究を可能とし、職域拡大に伴う
法曹倫理上の主要問題に関する比較法的・理
論的共同研究に拠点を与える役割を果たし
てきた。 

 
２．研究の目的 
弁護士の職業倫理は、司法を担う一員とし

ての規範枠組みにおいて、依頼者に対する誠
実義務を全うすることを基軸とする。しかし、
近年、弁護士の職域の拡大に伴い、弁護士に
は、企業や行政庁といった組織内弁護士とし
て、あるいは、企業の監査役や第 3 者委員会
の委員としての活躍など、多様な勤務形態や
職務が登場しつつある。これらにおける弁護
士の職業倫理について根本的な考察が求め
られている。さらに、これら新たな職業倫理
規範と従来の中核的価値や規範との関連に
ついても慎重かつ総合的な検討が必要であ
る。研究代表者および分担者のこれまでの蓄
積を活用して、この領域に分け入り、実務家
の指針とその基盤となる理論構成とを探究
するのがこの研究の主要な目的である。 
同時に、共同研究者３名を中心に、内外の

研究者・実務家の協力を得て、法曹としての
倫理的資質を育む最適な教育研修方法の開
発を、それぞれの法科大学院、共同研究、法
共同体の現実に即しつつ、めざすこととした。 
こうしてリベラルな国家における司法府

の健全な運営において法曹倫理が果たす役
割を、法曹に関する倫理と法制の実態と歴史
に即して明らかにし、その上で、法曹倫理体
系の理論化を試みることとした。 
 
３．研究の方法 
これまで日本の他、フランス、トルコと合

衆国で法曹倫理の国際会議を組織・開催した
研究代表者が、研究分担者松本恒雄（当時）、
長谷部恭男とのチームで築き上げた法曹倫
理研究の国際的ネットワークを活用し、各地
の海外連携研究者、研究協力者と国際共同研
究を行ってきた。 
近年、法曹倫理が直面する問題は、グロー

バル展開する大規模事務所における問題群
と伝統的なローカルな小規模事務所のそれ
とに二極分解している。前者はその通常の営
業形態が常に新たな職域を開発するものと
なっており、また、後者における雇用が飽和
状態に至ると、新たな職域を求めて企業内、
政府内弁護士が増加する傾向が世界的に見
受けられる。このような情勢における弁護士
の職業倫理規範がどのように展開している
かを追い、上記ネットワークのうち、新たに
組織された国際法曹倫理学会(IAOLE) や
CCBE（欧州弁護士会評議会）、 ABA（米国
法曹協会）などの組織と協力しつつ、英独仏
伊ベルギーおよび合衆国カナダとの比較を
通した理論化を行った。 
 
４．研究成果 
【2011 年度】 
本研究初年度の 23 年度は、前研究の成果

を活かし、主任・分担各研究者が担当研究を
推進、各地で成果を報告しつつ、並行して国
際会議を企画・実行し、連携研究者等から研



究調査報告を受けるとともに、諸外国で研究
成果を発表した。国際会議は、2011 年 3 月
に東京大学で、法曹倫理国際コロキウム「法
曹倫理の最前線」、同シンポジウム「弁護士
人口の増加と職業倫理」と題して、前研究の
成果報告シンポジウム「職域拡大時代の弁護
士倫理－課題と展望」を踏まえた企画で開催
し、併せて関係者と、2012 年度以降の研究
打合せを行った。 
具体的には、中国における法曹人口激増へ

の対応・課題、欧州における ABS 等、法律
専門職ビジネスモデルの急展開とそれへの
職業倫理の対応・課題の報告を受けて、日弁
連における弁護士職務基本規程解説の改訂
作業を行った弁護士チームや日本組織内弁
護士協会の協力を得て、弁護士の人口増加へ
の対応として弁護士の職域拡大を掲げ、わが
国における企業内弁護士倫理の課題、利益相
反と依頼者の同意の問題をとりあげた。また、
この間の検察官不祥事問題についての反省
として、検察官および刑事弁護人の役割と課
題をとりあげ、議論した。 
この間、森際は弁護士の職域拡大に対応し

た改訂を行った教科書『法曹の倫理』第 2 版
の中国語訳発刊を記念する講演を台北で行
った。また、研究成果を法哲学社会哲学国際
学会連合（IVR）世界会議（フランクフルト・
8 月）で発表、引き続き、アイルランドの弁
護士倫理の調査を行った。 
教育研修実践については、森際が本年度も

ドイツ裁判官アカデミーでドイツの裁判官
を中心とする欧州の裁判官の倫理研修を行
ったほか、本務校以外に学習院大学、九州大
学で法曹倫理やその裏面である Corruption
（汚職・腐敗）の講義を行った。こうして「法
曹の職域拡大に伴う法曹倫理の展開」に寄与
する研究・情報発信・教育を実施した。 
 
【2012 年度】 
本研究第 2 年度の 24 年度は、これまでの

研究の成果を活かし、主任・分担各研究者が
担当研究を推進、内外各地で成果を報告しつ
つ、並行して年度末に東京で第 4 回国際シン
ポジウムを企画・実行した。 
シンポジウムは、2013 年 2 月 23、24 日に

東京大学で、法曹倫理国際シンポジウム「法
曹と使命と職業倫理」と題して、前年度のシ
ンポジウム「弁護士人口の増加と職業倫理」
を踏まえた企画で開催し、法曹人口増に伴う
諸問題がわが国の法曹倫理の教育研究体制
整備にどのような影響を与えており、今後何
をすべきかについて研究を深めた。シンポジ
ウムは 3 部からなり、「法曹養成制度と法曹
倫理教育」、「企業不祥事における第三者委員
会と弁護士倫理」「検察官の使命とその職業
倫理の課題」について研究報告を行った。 
外国からの招聘については、第 1 部につい

ては、韓国との比較のため同国の李潤齋（亜
州大）、第 2 部は行政委員会等委員の倫理と
弁護士倫理の交錯を専門とするローン・ソッ

シン（ヨーク大）に報告を、検察官倫理につ
いては台湾のそれとの比較のため、黄瑞明
（元・台北律師会長）にコメントを頂いた。 
その他、森際は弁護士の職域拡大に対応し

た改訂を行った教科書『法曹の倫理』第 2 版
の活用方法を愛知法曹倫理研究会で月 1 回、
共同研究した。また、研究成果を松本は釜山
大で報告、森際はサンパウロ大学（ブラジル）、
法曹倫理国際会議（カナダ）で講演。 
教育研究実践については、森際が本年度も

ドイツ裁判官アカデミーでドイツの裁判官
を中心とする欧州の裁判官の倫理研修を行
ったほか、モンゴルで裁判官倫理の研修教官
を育てるための研修を実施。本務校以外にブ
ラチスラバ（スロバキア）のパンヨーロピア
ン大学、国内では学習院大学で法曹倫理やそ
の裏面である Corruption（汚職・腐敗）の講
義を行った。こうして「法曹の職域拡大に伴
う法曹倫理の展開」に寄与する研究・情報発
信・教育を実施した。 
 
【2013 年度】 
本年度は、研究の第 3 年度に当たり、下記

の通り実施。4 月中旬に、25 年度研究計画の
確認・遂行のため、研究打合せを行った。5
月には打合せで決めた分担に基づき、各自が
分担研究を開始。森際は 6 月上旬に、モンゴ
ル国立大学で講演、また、同国で進行中の司
法制度改革の法曹倫理関係事項について関
係者に助言。7 月下旬には法哲学社会哲学国
際学会連合世界大会（ブラジル）に参加、参
加各国の研究者から情報収集し、ブラジル、
そして帰途に米国の研究者と今後の国際共
同研究に関して打合わせ、Fordham 大学の
Bruce Green教授に検察官倫理について名古
屋で講演頂けることとなった。8 月には、ド
イツ裁判官アカデミーで裁判官倫理につい
て講演。10 月には、分担者の松本恒雄が国民
生活センター理事長に転出したので、須網隆
夫早稲田大学法科大学院教授を研究分担者
に迎えた。12 月には、上記 Green 教授の講
演会を中京大学で開催した。 
他方、弁護士倫理の研究者にとっては、折

から頻発していた、弁護士会等の要職経験者
がその地位や経歴を利用して非行をはたら
く、いわゆる弁護士不祥事への対策を講じる
ことが緊急課題となった。日弁連の関係者と
連携し、共同の対策研究会を 7 月から月次に
開くこととなった。当研究のとりまとめとし
て、25 年 3 月に、第 5 回法曹倫理シンポジ
ウムを東京で開催。弁護士不祥事と自治組織
の責任について、および、依頼者保護基金に
ついて、7 回にわたる研究会の成果を報告し
た。前者については、欧州での状況と理論的
到達点について CCBE（欧州弁護士会連合
会）の推薦を得てベルギーの弁護士会長経験
者を、後者については、全米依頼者保護基金
研究会長の推薦を得てハワイイ州の懲戒訴
追局長および依頼者基金管理官の経験者を
招聘し、その報告を受け、会場で議論した。



会議後に、総括会を開催し、総括とともに、
最終年度の研究に向けた研究テーマの調整
を行った。 
 
【2014 年度】 
最終年度の本年度は、4 月中旬に、26 年度

研究計画の確定・執行計画策定のため、日弁
連法務研究財団 110号財団研究グループと合
同で研究会を開催。5 月には決定した分担に
基づき、各自が分担研究を開始。研究代表者
の森際は 7 月にロンドンの第 6 回国際法曹倫
理会議(ILEC6)で成果の一部を報告し、研究
打合せを、9 月には、恒例のドイツ裁判官ア
カデミーでの裁判官倫理の講演を行った。10
月には、世銀主催の法・正義・開発週間にお
けるシンポジウムのパネリストとして発言、
11 月にはボルチモア大学の M.セラーズ教授
らと法曹倫理教育について意見交換。 
この間、検察官倫理研究会および昨年度来

の、日弁連の関係者と連携した月例の「弁護
士会による指導監督」研究会を継続。その成
果を 27 年 3 月 21－22 日開催の「第 6 回法曹
倫理国際シンポジウム」で報告（後述）。ま
た、森際は愛知法曹倫理研究会を中心に、27
年 4 月 26 日開催の臨床法学教育学会第 8 回
年次大会の法曹倫理部会で「離婚をめぐる技
術と倫理」ミニシンポを企画、会員とともに
月例研究会で報告準備を進めた。 
 教育面では、須網、森際がそれぞれ本務校
の授業で内容・方法に関する成果を実践する
とともに、森際は 26 年 12 月に一橋大学の関
係者が開催した法曹倫理教育のシンポジウ
ムで米国の専門家と意見交換、27 年 2 月には
九州大学で集中講義を行い、研究成果を留学
生教育に還元した。また、愛知法曹倫理研究
会等の協力を得て、各章末尾の設問を改訂し
た教科書『法曹の倫理』第 2.1 版を刊行、さ
らにこれに対応した教員用マニュアルをも
作成した。 
 3 月に東大で開催した国際シンポジウムで
は、村越進日弁連会長による開会の挨拶の後、
弁護士の地位と権限、組織内弁護士と弁護士
倫理、弁護士会の会員に対する指導監督の 3
部構成で、上記研究会での研究成果を報告し、
会場で活発に議論した。会議後に総括会議を
関係者で開き、4 年間の総括を行うとともに、
新年度以降に共同研究を継続することとし、
新たな共同研究について打ち合わせた。 
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